


【国保】 
 

D-427 胃・十二指腸ファイバースコピー（食道） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、胃、十二指腸等の病名がない「食道」病名のみに対する胃・

十二指腸ファイバースコピーの算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 「食道」疾患に対する内視鏡検査の実施においては、胃・十二指腸部位

までを観察する必要がある場合があるため、胃、十二指腸等の病名がない

「食道」病名のみに対する胃・十二指腸ファイバースコピーの算定は原則

認められると整理した。 

 


